
対 象 者 診 断 チ ャ ー ト ※チャートは一般的な場合を想定しています。

臨 時 福 祉

臨 時 福 祉

※基準日は平成26年1月1日です。

可児市では

申請できません。

平成26年1月1
日時点で、住民
票は可児市にあ
りましたか。

はい

いいえ

スタート

子育て世帯

申請できません。
※平成26年1月1
日に住民票の
あった市区町村
で申請してくだ
さい。

加算対象の
基礎年金・児童
扶養手当等を受
給していますか。

生活保護を
受けていま
すか。

の26年度
住民税は課
税されてい
ますか。

26年度の
住民税が課税
されている方
に生活の面倒
を見てもらっ
ていますか。

対象ではありません。

えいいえいいえいいえいい
臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能
性があります。
（1万円）

上記表１を参照
してください。

はいはい はいはい

はい

対象ではありません。
※保護基準の改定で消費税※保護基準の改定で消費税
の負担に対応します。

26年1月分の児童手当等を受給していますか。
（中学生以下の児童がいますか。）

25年中の
所得は制限額以上ですか。

いいえ

いいえはい

子育て世帯臨時特例
給付金の支給対象者
となる可能性があり
ます。

上記表２を参照
してください。

臨時福祉給付金の支
給対象者となる可能

(加算を含１万５千円）
性があります。

臨 時 福 祉

給 付 金
子育て世帯
臨時特例給付金

所得の低い人の負担を緩和します。 子育て世帯の負担を緩和します。

〈イメージ〉 低所得世帯

子どもがみんな
高校生以上の世帯

高齢者世帯

対象者
中所得世帯

中学生以下の子がいる世帯
（子育て世帯）

対象者

消費税率の引き上げに際し、子育
て世帯への影響を緩和するとともに、
子育て世帯の消費の下支えをする
ため、臨時的な給付措置として実
施します。

消費税率の引き上げに際し、所得
の低い人への負担を緩和するため、
暫定的・臨時的な措置として実施
します。

専用電話を設置しました。　臨時福祉給付金 ☎ �１１２５
　　　　　　　　　　　　　　　子育て世帯臨時特例給付金 ☎ �１２２０

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

受け取ることができるのはどちらか１つの給付金じゃ！

受
給
資
格
の
有
無
を
、

チ
ャ
ー
ト
で
確
認
じ
ゃ
！

 

共
通
事
項

申
請
期
間

　

８
月
１
日（
金
）～
11
月
４
日（
火
）

申
請
先

○
臨
時
福
祉
給
付
金
＝
福
祉
課

○
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
＝
こ
ど
も
課

※
平
成
26
年
１
月
１
日
に
住
民
票
の
あ
る
市

区
町
村
が
申
請
先
と
な
り
ま
す
。
１
月
２

日
以
降
に
転
入
し
た
人
は
、
転
入
前
の
市

区
町
村
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

申
請
方
法

①
郵
送
（
窓
口
受
付
は
混
雑
が
予
想
さ
れ
る

た
め
、
郵
送
に
よ
る
申
請
が
便
利
で
す
）

②
窓
口
（
土
、
日
、
祝
日
を
除
く
）

申
請
場
所　

市
役
所
１
階
会
議
室
「
給
付
金 

申
請
受
付
会
場
」

受
付
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

提
出
書
類

①
申
請
書
（
支
給
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
人
へ
、
７
月
末
に
郵
送
し
ま
す
）

※
申
請
書
が
届
い
て
も
、
支
給
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
に
つ
い
て
、

公
務
員
は
勤
務
先
か
ら
申
請
書
が
配
布
さ

れ
ま
す
（
市
か
ら
は
送
付
し
ま
せ
ん
）。

②
本
人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
）
の

写
し

③
振
込
先
口
座
の
確
認
書
類
（
通
帳
な
ど
）

の
写
し

④
外
国
籍
の
人
…
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
外
国

人
登
録
証
の
写
し

 

臨
時
福
祉
給
付
金
支
給
要
件

支
給
対
象
者

　

平
成
26
年
度
の
住
民
税
（
市
県
民
税
）
が

課
税
さ
れ
て
い
な
い
人

※
次
の
場
合
は
対
象
外
で
す
。

○
住
民
税
が
課
税
さ
れ
て
い
る
人
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
場
合

○
生
活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
な
ど

支
給
額

　

１
人
に
つ
き
１
万
円
（
１
回
き
り
）

※
次
の
人
は
、
１
人
に
つ
き
５
０
０
０
円
を

加
算
。

○
老
齢
基
礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
、
遺
族

基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
者

○
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
な
ど

の
受
給
者
な
ど

 

子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付
金
支
給
要
件

支
給
対
象
者

　

平
成
26
年
１
月
分
の
児
童
手
当
・
特
例
給
付

を
受
給
し
て
い
て
、
平
成
25
年
中
の
所
得
が

児
童
手
当
の
所
得
制
限
限
度
額
未
満
の
人

対
象
児
童

　

支
給
対
象
者
の
平
成
26
年
１
月
分
（
平
成

26
年
１
月
１
日
生
ま
れ
の
児
童
に
つ
い
て

は
、
平
成
26
年
２
月
分
）
の
児
童
手
当
・

特
例
給
付
の
対
象
と
な
る
児
童

※
次
の
場
合
は
対
象
外
で
す
。

○
臨
時
福
祉
給
付
金
の
対
象
と
な
る
場
合

○
生
活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
な
ど

支
給
額

　

対
象
児
童
１
人
に
つ
き
１
万
円（
１
回
き
り
）

問
合
先　

○
臨
時
福
祉
給
付
金
に
つ
い
て
＝

福
祉
課　

○
子
育
て
世
帯
臨
時
特
例
給
付

金
に
つ
い
て
＝
こ
ど
も
課 

広報かに  2014.7.1　1011　広報かに  2014.7.1

今年４月からの消費税率の引き上げに際し、所得の低い人や子育て世帯の負
担を緩和するために「臨時福祉給付金」と「子育て世帯臨時特例給付金」が
支給されます。支給対象となる人は、必ず期間内に申請してください。

お知らせします ２つの給付金区分 非課税限度額
（給与収入ベース）

単身 93万円

夫婦 137.8 万円

夫婦子1人 168.3 万円

夫婦子2人 209.9 万円

扶養親族
等の数

所得制限
限度額

収入額の目安
（給与収入
ベース）

1人 660万円 875.6 万円

2人 698万円 917.8 万円

3人 736万円 960.0 万円

区分 非課税限度額
（年金収入ベース）

単
身

65歳以上 148万円

65歳未満 98万円

夫
婦

65歳以上 192.8 万円

65歳未満 147万円

表１　住民税が課税されない所得水準の目安（非課税限度額）

表２　児童手当の所得制限限度額（給与収入ベース）


